瑞穂町子育て世代包括支援センター運営協議会委員
公募委員募集・選考要領

第１　趣旨
　この要領は、瑞穂町子育て世代包括支援センター運営協議会要綱第３条に規定する委員を公募し、選考するために必要な事項を定めるものとする。

第２　応募要件
　募集期間時点で、瑞穂町の区域内に住所を有し、かつ、小学校就学前の子どもの保護者または妊娠・出産を望んでいる方

第３　募集期間
　令和８年６月６日から６月２０日まで

第４　応募方法
　次の事柄を含んだ内容の作文を４００字から８００字程度にまとめて、本文とは別に応募者の氏名、住所、電話番号を記載の上、提出。
（１）妊娠・出産期の子育て家庭を支える支援策について提言したいこと。
（２）応募理由

２　作文は、瑞穂町情報公開条例（平成１２年条例第２８号）第１０条の規定により非公開とし、選考後は本人に返却しない。

第５　募集人員
　２人以内

第６　任期
　３年間（令和８年７月１日から令和１１年３月３１日まで）

第７　報酬
　会議出席１回につき４,０００円

第８　選考委員
　公募委員を選考する委員会は、次の構成員をもって構成し、委員長が招集する。なお、委員長は、福祉部長をもって充てる。
（1） 福祉部長
（2） 福祉部子育て応援課長
（3） 福祉部子ども家庭センター課長

第９　評価方法
　審査は、応募者から提出された作文を第１１に定める評価基準に照らし、基準の各項目を５点満点として合計１５点満点で選考委員が評価する。
２　作文は、応募者の氏名、住所、電話番号及び小学校就学前の子どもの生年月日を伏せ、応募順に番号を付して評価する。

第１０　選考方法
　選考は、選考委員が作文を評価した点数を集計し、その結果に基づき、男女比率、居住地域及び年齢構成等を勘案して委員を決定する。

第１１　評価基準
（１）出産・子育ての経験を分かりやすく他者に伝える表現力・発信力を持っている。
（２）子育て世代包括支援センターの運営にいかせる提言がある。
（３）子育て世代包括支援センター運営協議会委員として真剣に取り組む姿勢がある。

第１２　応募がなかった場合等の取扱い
　公募の結果、応募者がいない場合、定員に満たない場合、又は適任者がいない場合は、選考委員会で他の方法を検討して適切に取り扱うものとする。
